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【12 月の納税のお知らせ】12 月は固定資産税・都市計画税（第３期）、国民健康保険税（第６期）、介護保険料（第６期）、後期高齢者医療保険料（第６期）

の納期です。12月 28日㈬までに納めてください。口座振替は 12月 28日㈬の予定です。※納期を過ぎると延滞金が課されます。【問合せ】収納課☎ 551・1578
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　平成 27 年度の国民健康保険特別会

計決算は、平成 26 年度に引き続き

黒字となりました。これは、前年度

繰越金があったことなどが要因とし

て考えられますが、一般会計からの

8 億円の赤字の補てんも行っており、

結果的に黒字となったもので、依然

として苦しい運営の状況は変わって

いません。

〈平成 27 年度決算の傾向〉
　平成 27 年度は、歳出の保険給付費

（医療費等の現物給付と現金給付との

合計額）が、前年度比較で 2.1％（約

9,372万円）増加となりました。また、

共同事業拠出金、歳入の共同事業交

付金が、それぞれ大幅な増加となっ

ていますが、これは、レセプトの対

象範囲が拡大されたことによるもの

です。

〈加入世帯・被保険者数の状況〉
　平成 28 年 3 月末現在の加入世帯

数は 11,977 世帯、被保険者数は

18,404 人で、市全体に占める割合は、

世帯数が約 40％で被保険者数が約

31％となっています。

〈歳入・歳出及び財源状況〉
●歳入（図 1）
　被保険者の皆さんに納めていただ

いた国民健康保険税は、歳入全体の

約 16％です。また、一般会計から国

民健康保険特別会計へ繰り入れられ

た金額（一般会計繰入金）は、全体

の約 13％にのぼり、この繰入金には、

国民健康保険税のうち納められてい

ない額（収入未済額）や医療機関へ

の支払の不足額を補うための赤字補

てん分が含まれています。

●歳出（図 2）
　被保険者の皆さんへの現物給付及

び高額療養費などの現金給付を行

う「保険給付費」は、支出全体の約

57％を占めます。また、後期高齢者

支援金等（後期高齢者医療保険制度

に使われる財源）は約 13％、介護給

付費納付金（介護保険制度に使われ

る財源）は約 5％です。

▽現物給付とは、医療機関で受診す

る際の給付で、被保険者が医療機関

の窓口で支払う医療費負担を除いた

残りの医療費のことです。これは、

国民健康保険特別会計から医療機関

へ支払われます。

▽現金給付とは、被保険者へ現金で支

給されるもので、高額療養費のように

医療費が一定額を超えた場合や療養費

の一例で補装具を作った際にかかった

費用の 7割分が支給されるなど、国民

健康保険特別会計から被保険者に後日

現金で支払われます。

●医療費一人当たり財源内訳（図 3）
　円グラフ中央の数字は、27 年度中

に国民健康保険特別会計から支払っ

た被保険者一人当たりの平均的な給

付額です。給付額は、一般被保険者

が 237,000 円、退職被保険者（被扶

養者も含む）が 325,000 円です。

　円グラフでは、その費用に対して

どのような財源がどれだけ充てられ

ているかを表しています。

- 国民健康保険被保険者の皆さんへ -
　平成 27 年度の歳入部分の国民健康

保険税は約 13 億 4,017 万 4 千円と

なっていますが、そのうち前年度以

前に収入未済となっていた保険税で

納めていただいた分を除いた平成 27

年度現年度保険税のみでは約 12 億

2,481 万 7 千円になります。本来見

込まれていた収入予定額 ( 調定額 )

は 27年度現年分のみで約13億 6,699

万 8 千円で、収入予定額から実収入

額を引くと約 1 億 4,218 万 1 千円と

いう金額が出てきます。この金額が

27 年度末で未収となりました。現年

度分収納率では、前年度の 89.3％か

ら平成 27 年度は 89.6％となり、0.3

ポイント上がっています。

　もし 1 億 4,218 万 1 千円が納付さ

れていれば、27 年度は一般会計から

の純粋な財源不足（赤字）補てん額

は 8 億円ですので、財源不足（赤字）

補てん額は約 6 億 6 千万円で済んで

いたことになります。

●納付にご協力を
　被保険者の方が相互に手を取り合っ

て支えあう「互助の精神」の実践が国

民健康保険の制度の維持につながりま

す。なお、納期内納付が困難なときは、

ご相談にも応じています。

●「ジェネリック医薬品に関するお
知らせ」を通知します
　「ジェネリック医薬品に関するお知

らせ」を年 9 回お送りしています。

これは先発医薬品からジェネリック

医薬品に変えた場合の差額が 100 円

以上になる方に通知しています。

　通知には現在の使用薬品名、現在使

用している薬の自己負担額と、その薬

をジェネリック医薬品に変更した場合

の節減額等が表示されています。

　ジェネリック医薬品の利用につい

ては、病院や薬局で受診した際、医師、

または薬剤師にご相談ください。

●保険証の医療機関への提示について
　保険証は医療機関等で保険適用の

医療行為や調剤を受ける場合、必ず

提示してください。保険証を提示し

ない場合や有効期限の過ぎた保険証

を医療機関に提示した場合、保険適

用による医療が受けられない場合が

ありますのでご注意ください。

平成 27 年度福生市の国民健康保険特別会計決算状況を
お知らせします 【問合せ】保険年金課保険年金係☎ 551・1640 国民健康保険税 
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▼どんど焼きと多摩川の野
鳥観察ツアー
　お正月の「どんど焼き」に

参加して良い年を迎えましょ

う。今回はガイド付きの野

鳥観察や国

登録有形文

化財の「旧

ヤマジュウ

田村家住宅」等を巡ります。

お昼は「藤屋」で「そば前

肴 3種盛り」をお楽しみくだ

さい。当日はお炊き上げでき

る物をご持参ください。

【日程】1 月 9 日㈷
【集合時間・場所】午前 8時

15 分・牛浜駅西口階段下

【定員】20 人※申込み多数

の場合は抽選

【参加費】1,500円(昼食・保

険代含む)

【行程】牛

浜 駅（ 集

合）→多

摩川中央公園河川敷（どん

ど焼き、野鳥観察）→古民

家（旧東海居）→旧ヤマジュ

ウ田村家住宅→藤屋（昼食）

→福生駅（解散 )

【歩行距離】約 5㎞（約 5時

間 30 分）

【申込み】受付中。1月 6日

㈮までに直接または電話

でくるみる ふっさ☎ 530・

2341 へ（月曜定休日※祝日

を除く）。
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▼源泉徴収票が送付されます
　老齢年金は、所得税法上の雑所得とし

て課税の対象となります。65 歳未満で

老齢年金の額が 108 万円以上の方や、65

歳以上で老齢年金額が 158 万円以上の方

は、所得税を年金から源泉徴収すること

になっています。

　老齢年金受給者の方には、日本年金機

構から「源泉徴収票」が 1 月下旬に送付

される予定ですので、確定申告等の際に

ご活用ください。源泉徴収票を紛失され

た方は年金事務所までお問い合わせくだ

さい。※障害年金・遺族年金は非課税で

すので、源泉徴収票の送付はありません。

【問合せ】ねんきんダイヤル☎ 0570・

05・1165（050 ではじまる電話でかける

場合は☎ 03・6700・1165）、青梅年金事

務所☎ 0428・30・3410
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